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老
人
保
健
に
つ

い
て
の
お
願
い

老
人
保
健
は
、
高
齢
者
の
健
康

の
保
持
と
適
切
な
医
療
の
確
保
を

図
る
た
め
の
制
度
で
す
。

老
人
保
健
医
療
費
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
税
金
や
各
保
険
者
の
保

険
料
な
ど
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

市
の
老
人
保
健
医
療
費
は
平
成

十
五
年
度
が
百
八
十
八
億
二
千
六

百
三
十
万
円
、
同
十
六
年
度
が
百

九
十
一
億
九
千
三
百
十
七
万
二
千

円
と
増
加
し
て
い
て
、
今
後
も
増

加
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。限

り
あ
る
医
療
費
を
少
し
で
も

節
約
す
る
た
め
に
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

医
療
費
節
約
の
ポ
イ
ン
ト

①
か
か
り
つ
け
医
を
持
つ

②
早
め
早
め
の
受
診
を
心
が
け
る

③
医
師
の
指
示
を
守
る

④
な
る
べ
く
一
つ
の
病
気
で
、
複

数
の
医
療
機
関
を
受
診
し
な
い

⑤
検
診
や
予
防
接
種
を
活
用
す
る

⑥
栄
養
・
運
動
・
休
養
を
バ
ラ
ン

ス
よ
く
毎
日
の
生
活
に
取
り
入

れ
、
健
康
の
自
己
管
理
に
努
め

る
問
い
合
わ
せ
…
福
祉
医
療
課
老
人

医
療
係
・
℡
内
線
２
５
３
３

■
お
知
ら
せ
ワ
イ
ド
■
　
　
　
川
越
市
役
所
・
℡
２
２
４-

８
８
１
１

平
成
十
七
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま

で
の
所
得
の
申
告
（
平
成
十
七
年
分

の
所
得
税
・
同
十
八
年
度
分
の
住
民

税
）
か
ら
、
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
税
金
が
上
が

る
こ
と
や
、
今
ま
で
非
課
税
だ
っ
た

方
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
改
正
に
伴
い
、
新

た
に
確
定
申
告
や
市
県
民
税
申
告
が

必
要
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で

所
得
割
・
均
等
割
の
三
分
の
二
を

減
額

平
成
十
九
年
度
＝
個
人
市
県
民
税
の

所
得
割
・
均
等
割
の
三
分
の
一
を

減
額

平
成
二
十
年
度
＝
本
来
の
税
額
で
全

額
課
税

■
す
べ
て
の
納
税
者
に
適
用

④
定
率
控
除
が
縮
減
さ
れ
ま
す

個
人
市
県
民
税
所
得
割
に
適
用
さ

れ
て
い
る
定
率
控
除
が
、
平
成
十
八

年
度
課
税
分
か
ら
二
分
の
一
に
縮
減

さ
れ
ま
す
。

定
率
控
除
の
縮
減

⑤
「
生
計
同
一
の
妻
」
は
均
等
割
の

全
額
が
か
か
り
ま
す

夫
婦
と
も
川
越
市
に
住
ん
で
い

て
、
均
等
割
を
納
め
る
夫
と
生
計
を

共
に
し
、
合
計
所
得
金
額
が
一
定
額

(

＊
注)

を
超
え
る
妻
は
、
均
等
割
が

平
成
十
七
年
度
は
二
分
の
一
に
減
額

さ
れ
ま
し
た
が
、
同
十
八
年
度
か
ら

全
額
（
市
民
税
三
千
円
・
県
民
税
千

円
）
か
か
り
ま
す
。

＊
注
＝
本
人
が
障
害
者
で
な
く
、
控

除
対
象
配
偶
者
と
扶
養
親
族
が
い
な

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
六
十
五
歳
以
上
の
方
や
公
的
年
金

を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
適
用

①
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
計
算

方
法
が
変
わ
り
ま
す

公
的
年
金
等
控
除
が
改
正
さ
れ
た

た
め
、
年
齢
が
六
十
五
歳
以
上
の
方

に
つ
い
て
は
、
公
的
年
金
等
の
所
得

の
計
算
方
法
が
変
わ
り
ま
す
（
表
参

照
）。
六
十
五
歳
未
満
の
方
は
、
従

来
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

＊
所
得
税
は
平
成
十
七
年
分
の
確
定

申
告
か
ら
、
市
県
民
税
は
同
十
八
年

度
分
か
ら
適
用
。

②
老
年
者
控
除
が
廃
止
さ
れ
ま
す

六
十
五
歳
以
上
の
方
で
、
合
計
所

得
が
一
千
万
円
以
下
の
場
合
に
適
用

さ
れ
て
い
た
老
年
者
控
除
（
住
民
税

四
十
八
万
円
・
所
得
税
五
十
万
円)

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

③
六
十
五
歳
以
上
の
方
の
市
県
民
税

の
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す

六
十
五
歳
以
上
で
合
計
所
得
金
額

が
百
二
十
五
万
円
以
下
の
方
に
対
す

る
市
県
民
税
の
非
課
税
措
置
が
廃
止

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
十
七
年

一
月
一
日
で
六
十
五
歳
に
達
し
て
い

た
方
は
、
次
の
経
過
措
置
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

平
成
十
八
年
度
＝
個
人
市
県
民
税
の

現
行

率

15
％

限
度
額

四
万
円

改
正
後

率

７
・
５
％

限
度
額

二
万
円

公的年金等収入（Ａ） 公的年金等の雑所得の算出式
260万円未満 （Ａ）－1,400,000円

現行
260万円以上460万円未満 （Ａ）×75％－750,000円
460万円以上820万円未満 （Ａ）×85％－1,210,000円
820万円以上 （Ａ）×95％－2,030,000円
330万円未満 （Ａ）－1,200,000円
330万円以上410万円未満 （Ａ）×75％－375,000円

改正後
410万円以上770万円未満 （Ａ）×85％－785,000円
770万円以上 （Ａ）×95％－1,555,000円

い
場
合
は
、
三
十
一
万
五
千
円
（
パ

ー
ト
収
入
で
九
十
六
万
五
千
円
）
で

す
。

問
い
合
わ
せ
…
市
民
税
課
第
一
係
・

℡
内
線
２
３
４
３

個
人
市
県
民
税
の
主
な
制
度
改
正
の
お
知
ら
せ

消
費
税
の
確
定
申
告
相
談

会
の
お
知
ら
せ

川
越
税
務
署
で
は
、
消
費
税

の
確
定
申
告
書
（
個
人
分
）
の

書
き
方
な
ど
に
つ
い
て
の
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

日
時
・
会
場
…
１
月
12
日
斥
＝

大
東
公
民
館
▼
１
月
13
日

昔
＝
高
階
南
公
民
館
▼
１
月

18
日
戚
＝
西
文
化
会
館(

メ

ル
ト
）
、
午
前
10
時
〜
正

午
・
午
後
１
時
30
分
〜
午
後

３
時
30
分

内
容
…
消
費
税
の
確
定
申
告
書

の
書
き
方
･
提
出
受
け
付
け

持
ち
物
…
①
印
鑑
・
ボ
ー
ル
ペ

ン
・
計
算
用
具
②
平
成
十
七

年
分
の
青
色
申
告
決
算
書
③

帳
簿
書
類

問
い
合
わ
せ
…
川
越
税
務
署
個

人
課
税
部
門
・
℡
２
３
５-

９
４
６
５

表・65歳以上の方の公的年金等の所得速算表
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六
十
五
歳
以
上
の
皆
さ
ん
は
、
年

金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
ま

た
は
納
付
書
に
よ
る
個
別
納
付
（
普

通
徴
収
）
に
よ
り
、
介
護
保
険
料
を

納
め
て
い
ま
す
。

普
通
徴
収
で
、
介
護
保
険
料
を
納

め
忘
れ
て
い
る
方
は
い
ま
せ
ん
か
？

特
別
な
理
由
も
な
く
介
護
保
険
料
を

滞
納
し
て
い
る
と
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
時
に
、
滞
納
期
間
に
応
じ
て
次

の
措
置
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

一
年
間
滞
納
す
る
と

通
常
一
割
の
自
己
負
担
の
と
こ

ろ
、
介
護
費
用
を
い
っ
た
ん
全
額
自

己
負
担
し
て
も
ら
い
、
申
請
に
よ
り

後
日
、
保
険
給
付
分
（
九
割
）
が
支

払
わ
れ
ま
す
。

一
年
六
か
月
間
滞
納
す
る
と

一
時
的
に
保
険
給
付
が
差
し
止
め

ら
れ
、
申
請
し
て
も
保
険
給
付
分
が

支
払
わ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

二
年
間
滞
納
す
る
と

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き

に
、
未
納
期
間
に
応
じ
て
自
己
負
担

が
一
割
か
ら
三
割
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

普
通
徴
収
の
介
護
保
険
料
は
、
本

656565
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

人
だ
け
で
な
く
、
配
偶
者
や
世
帯
主

も
連
帯
し
て
納
付
義
務
を
負
っ
て
い

ま
す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
に
な

っ
た
と
き
に
困
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
め
忘
れ
を
し
な
い
た
め

に
、
安
全
・
便
利
な
口
座
振
替
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。申
し
込
み
は
、

金
融
機
関
の
窓
口
ま
た
は
介
護
保
険

課
（
本
庁
舎
一
階
）
で
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
介
護
保
険
課
保
険
料

資
格
係
・
℡
内
線
２
５
７
１

医
療
保
険
が
適
応
さ
れ
な
い
特
定

不
妊
治
療（
体
外
受
精
・
顕
微
授
精
）

費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

対
象
…
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す

夫
婦
①
法
律
上
の
夫
婦
で
あ
る
②

夫
婦
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
市
内

に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登
録

が
あ
る
③
前
年
（
一
月
〜
五
月
の

申
請
は
一
昨
年
）
に
お
け
る
夫
婦

の
所
得
の
合
計
が
六
百
五
十
万
円

未
満
④
治
療
医
療
機
関
が
市
の
指

定
医
療
機
関
で
あ
る

助
成
内
容
…
夫
婦
一
組
に
つ
き
、
一

年
度
当
た
り
十
万
円
を
限
度
に
通

算
二
年
度
支
給

申
請
書
類
は
、
総
合
保
健
セ
ン
タ

ー
に
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー

母
子
保
健
係
・
℡
２
２
９-

４
１

２
５

特
定
不
妊
治
療
費
を
助
成
し
ま
す

特
定
不
妊
治
療
費
を
助
成
し
ま
す

特
定
不
妊
治
療
費
を
助
成
し
ま
す

最
近
、
川
越
駅
周
辺
の
違
法
駐
車

が
増
え
て
い
ま
す
。
違
法
駐
車
は
、

渋
滞
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ
た

り
、
自
転
車
・
バ
イ
ク
な
ど
の
通
行

の
妨
げ
と
な
っ
た
り
し
ま
す
。ま
た
、

救
急
車
な
ど
の
緊
急
車
両
が
通
行
す

る
際
に
、
支
障
を
来
す
場
合
も
あ
り

ま
す
。

買
い
物
・
通
勤
・
旅
行
・
市
内
の

観
光
な
ど
で
同
駅
周
辺
に
車
を
駐
車

す
る
場
合
は
、
川
越
駅
東
口
公
共
地

下
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
時
間
…
午
前
７
時
〜
午
後
11
時

（
１
月
１
日
積
は
休
業
日
）

料
金
…
三
十
分
ご
と
に
百
二
十
六
円

（
十
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

＊
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
八
時
ま

で
は
、
千
二
百
六
十
円
（
税
込
み
）

川
越
駅
東
口
公
共
地
下
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

川
越
駅
東
口
公
共
地
下
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

川
越
駅
東
口
公
共
地
下
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

川越駅東口公共地下駐車場案内図
＊駐車場への入り口は、アトレの南側にあります。

で
す
。

●
回
数
券
・
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
を

販
売

お
得
な
回
数
券
・
プ
リ
ペ
イ
ド
カ

ー
ド
を
販
売
し
て
い
ま
す
。
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

回
数
券
…
三
十
分
券
（
十
一
枚
つ
づ

り
）
＝
千
二
百
六
十
円
▼
一
時
間

券
（
十
一
枚
つ
づ
り
）
＝
二
千
五

百
二
十
円

プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
…
五
千
円
（
三

十
分
券
四
十
七
枚
相
当
）

問
い
合
わ
せ
…
川
越
駅
東
口
公
共
地

下
駐
車
場
料
金
所
・
℡
２
２
６-

０
０
８
１

伝統産業の活性化が「地域再生計画」に認定
高齢化や後

継者不足の問

題を抱えてい

る、川越の伝

統産業を活性

化するための

「産業観光の

振興に向けた

伝統産業再生

計 画 」 が 、

11月22日付けで「地域再生計画」として国から認定されました。

12月６日、首相官邸において、小泉純一郎内閣総理大臣から舟橋

功一川越市長に認定書が授与されました。

今後、ＮＰＯ法人川越蔵の会との協働で事業を行っていくことで、

伝統産業の活性化を図り、観光に生かしていきたいと考えておりま

す。

問い合わせ…観光課観光企画担当・℡内線2733

首相官邸で行われた認定式にて首相官邸で行われた認定式にて首相官邸で行われた認定式にて


